
提

出

者
小

沢

和

秋

赤

嶺

政

賢

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

二

号

川
辺
川
ダ
ム
建
設
事
業
計
画
と
球
磨
川
水
系
治
水
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

12



川
辺
川
ダ
ム
建
設
事
業
計
画
と
球
磨
川
水
系
治
水
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
年
五
月
十
六
日
、
福
岡
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
川
辺
川
利
水
訴
訟
控
訴
審
判
決
が
下
さ
れ
、
国
が
川
辺
川
ダ
ム
建
設
を
前

提
に
進
め
よ
う
と
し
た
利
水
事
業
が
土
地
改
良
法
の
定
め
で
必
要
な
対
象
農
民
の
三
分
の
二
の
同
意
率
に
達
し
て
お
ら
ず
、
違

法
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
た
。
こ
の
判
決
は
、
国
が
上
告
を
断
念
し
た
こ
と
で
確
定
し
て
い
る
。

川
辺
川
ダ
ム
建
設
を
め
ぐ
っ
て
は
、
事
業
認
定
後
に
漁
業
権
や
五
木
村
内
の
土
地
に
つ
い
て
収
用
裁
決
申
請
が
国
か
ら
熊
本

県
収
用
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
既
に
二
年
ご
し
で
審
理
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
事
業
計
画
の
前
提
と
な
る
利
水
事
業
計

画
が
無
効
に
な
り
、
農
林
水
産
省
か
ら
「
新
利
水
計
画
案
を
提
出
す
る
」
と
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
裁
決
申
請
の
前
提
条
件

が
宙
に
浮
い
て
し
ま
い
、
県
収
用
委
員
会
の
塚
本
侃
会
長
か
ら
は
「
ダ
ム
計
画
に
著
し
い
変
更
が
生
じ
た
と
収
用
委
が
判
断
し

た
場
合
は
、
土
地
収
用
法
に
定
め
る
却
下
裁
決
も
あ
り
う
る
」
（
「
熊
本
日
日
新
聞
」
本
年
五
月
二
十
七
日
付
）
と
の
見
解
が

示
さ
れ
て
い
る
。

更
に
来
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
お
い
て
国
土
交
通
省
は
、
こ
こ
五
年
間
毎
年
度
ダ
ム
本
体
工
事
予
算
を
一
億
円
か
ら
九
億

円
計
上
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
は
「
熊
本
県
収
用
委
員
会
に
お
け
る
審
理
状
況
、
新
利
水
計
画
策
定
に
向
け
た
取

組
み
状
況
等
を
踏
ま
え
て
」
本
体
工
事
費
を
要
求
し
な
か
っ
た
。

一



土
地
収
用
法
の
目
的
は
、
第
一
条
に
お
い
て
「
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
に
必
要
な
土
地
等
の
収
用
又
は
使
用
に
関
し
、
そ

の
要
件
、
手
続
及
び
効
果
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
損
失
の
補
償
等
に
つ
い
て
規
定
し
、
公
共
の
利
益
の
増
進
と
私
有
財
産
と
の
調

整
を
図
り
、
も
っ
て
国
土
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
に
照
ら
せ
ば
多

目
的
ダ
ム
事
業
で
あ
る
川
辺
川
ダ
ム
建
設
事
業
計
画
の
う
ち
、
「
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
」
を
構
成
す
る
重
要
部
分
で
あ
る

「
利
水
計
画
」
が
存
在
せ
ず
、
国
と
し
て
も
来
年
度
に
予
算
も
計
上
し
な
い
こ
と
か
ら
、
土
地
収
用
法
上
の
目
的
を
喪
失
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
球
磨
川
中
流
域
で
は
、
「
市
房
ダ
ム
や
荒
瀬
ダ
ム
が
で
き
た
後
、
水
害
が
ひ
ど
く
な
っ
た
」
と
の
理
由
で
川
辺
川
ダ

ム
建
設
に
反
対
し
て
い
る
住
民
が
多
い
。
現
に
坂
本
村
で
は
議
会
、
村
長
と
も
に
反
対
し
て
い
る
。
実
際
、
芦
北
郡
芦
北
町
告

薄
口
の
集
落
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
一
九
六
五
年
七
月
六
日
の
大
水
害
以
降
、
七
一
年
八
月
五
日
、
七
二
年
七
月
六
日
、
八
二
年

七
月
二
十
五
日
、
九
三
年
八
月
一
日
に
も
家
屋
二
階
部
分
に
至
る
洪
水
被
害
を
受
け
て
い
る
。
明
治
時
代
以
来
同
集
落
に
代
々

住
ん
で
き
た
と
い
う
あ
る
高
齢
の
女
性
は
、
「
私
も
五
十
年
以
上
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
が
、
ダ
ム
完
成
以
前
に
は
二
階
が
漬
か

る
よ
う
な
洪
水
は
無
か
っ
た
。
せ
め
て
生
き
て
い
る
う
ち
に
安
全
に
し
て
ほ
し
い
」
と
切
実
に
訴
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
切
実

な
要
求
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
番
水
位
の
高
か
っ
た
八
二
年
の
時
は
お
ろ
か
、
六
五
年
の
水
害
レ
ベ
ル
に
対
応
で
き
る

二



堤
防
工
事
や
集
落
嵩
上
げ
事
業
さ
え
着
手
さ
れ
な
い
ま
ま
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
国
土
交
通
省
八
代
河
川
国
道
事
務
所
の
説

明
で
は
、
「
こ
う
し
た
支
流
の
合
流
地
点
で
嵩
上
げ
等
を
す
べ
き
と
こ
ろ
は
球
磨
川
中
流
域
の
球
磨
村
、
芦
北
町
、
坂
本
村
に

多
数
あ
る
が
、
事
業
が
完
成
し
た
の
は
八
箇
所
、
現
在
着
手
は
二
箇
所
の
み
」
だ
と
い
う
。

以
上
を
踏
ま
え
、
こ
の
際
長
年
に
わ
た
り
漁
民
、
住
民
の
反
対
を
受
け
て
き
た
川
辺
川
ダ
ム
建
設
事
業
は
中
止
す
べ
き
で
あ

り
、
新
た
な
利
水
計
画
策
定
や
球
磨
川
水
系
の
治
水
事
業
に
つ
い
て
は
農
民
、
住
民
、
漁
民
等
の
関
係
者
の
意
見
を
十
分
に
反

映
さ
せ
て
検
討
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
球
磨
川
中
流
域
の
水
害
を
防
ぐ
た
め
の
河
川
改
修
、
嵩
上
げ
工
事
を
急

い
で
進
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

よ
っ
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

（
一
）

土
地
収
用
法
の
前
提
で
あ
る
「
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
」
の
構
成
要
素
と
な
る
「
利
水
計
画
」
が
違
法
と
確
定

し
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
利
水
計
画
が
存
在
せ
ず
、
本
体
工
事
費
の
予
算
計
上
も
断
念
し
た
川
辺
川
ダ
ム
建
設
事
業
計
画

に
つ
い
て
、
国
は
熊
本
県
収
用
委
員
会
に
提
出
し
て
い
る
裁
決
申
請
を
取
り
下
げ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

（
二
）

違
法
と
断
定
さ
れ
た
利
水
計
画
に
関
係
す
る
相
良
村
等
の
地
区
で
は
、
旧
来
か
ら
川
辺
川
よ
り
引
い
た
六
角
水
路
等

で
田
畑
へ
の
用
水
を
賄
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
水
路
は
川
辺
川
ダ
ム
事
業
計
画
の
推
移
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域

三



の
農
業
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
老
朽
化
に
対
応
し
た
補
修
工
事
に
対
し
て
国
は
補

助
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
三
）

球
磨
川
中
流
域
で
の
支
流
合
流
点
等
で
、
過
去
の
水
害
を
踏
ま
え
て
河
川
改
修
や
嵩
上
げ
工
事
を
す
べ
き
箇
所
は
ど

れ
く
ら
い
あ
り
、
工
事
の
進
捗
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
今
後
、
人
命
と
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
早
急
に
工

事
を
進
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
検
討
中
の
も
の
を
含
め
、
今
後
の
計
画
等
を
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


